
施設（事業所）から保護者への通知例  

 

 

令和 ８年 ３月  ３１日  

 

保護者の皆様 

 

認定こども園  木屋瀬保育園  

 

 

施設型給付費等の額に係る法定代理受領について  

 

北九州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例第 15 条

第１項により、特定教育・保育施設等は、法定代理受領した施設型給付費等の額について、

教育・保育給付認定保護者に通知しなければならないこととなっているため、このたび、

令和  年度の実績を御報告するものです。  

（あくまで実績を御報告するものであり、これにより追加の給付や利用者負担の支払い等

が発生するものではありません）  

 

子ども・子育て支援法に基づく施設型給付等は、教育・保育給付認定保護者に対する個

人給付としての性質を有するものですが、確実に学校教育・保育に要する費用に充てるた

め、市町村から本園に対して直接支払いが行われています（この仕組みを「法定代理受領」

と呼んでいます）。  

 

〈各月ごとの年齢別の施設型給付費の額〉 

 乳児（０歳児）  １、２歳児 

保育標準時間認定  保育短時間認定  保育標準時間認定  保育短時間認定  

４月 ２５２，９５０  ２４２，３６０  １５８，６８０  １４８，０９０  

５月 ２５２，９５０  ２４２，３６０  １５８，６８０  １４８，０９０  

６月 ２５２，９５０  ２４２，３６０  １５８，６８０  １４８，０９０  

７月 ２５２，９５０  ２４２，３６０  １５８，６８０  １４８，０９０  

８月 ２５２，９５０  ２４２，３６０  １５８，６８０  １４８，０９０  

９月 ２５９，７４０  ２４８，８５０  １６２，９３０  １５２，０４０  

10月 ２５９，７４０  ２４８，８５０  １６２，９３０  １５２，０４０  

11月 ２５９，７４０  ― １６２，９３０  １５２，０４０  

12月 ２５９，７４０  ― １６２，９３０  １５２，０４０  

１月 ２５９，７４０  ― １６２，９３０  １５２，０４０  

２月 ２５９，７４０  ― １６２，９３０  １５２，０４０  

３月 ２７０，９５０  ― １６９，６４０  １５８，３９０  



 

 ３歳児  ４歳児以上  

保育標準時間認定  保育短時間認定  保育標準時間認定  保育短時間認定  

４月 ８４，１８０  ７３，５９０  ７４，９３０  ６４，３４０  

５月 ８４，１８０  ― ７４，９３０  ６４，３４０  

６月 ８４，１８０  ― ７４，９３０  ６４，３４０  

７月 ８４，１８０  ― ７４，９３０  ６４，３４０  

８月 ８４，１８０  ― ７４，９３０  ６４，３４０  

９月 ８６，４８０  ― ７７，０００  ６６，０５０  

10月 ８６，４８０  ― ７７，０００  ６６，０５０  

11月 ８６，４８０  ７５，５２０  ７７，０００  ６６，０５０  

12月 ８６，４８０  ７５，５２０  ７７，０００  ６６，０５０  

１月 ８６，４８０  ７５，５２０  ７７，０００  ６６，０５０  

２月 ８６，４８０  ７５，５２０  ７７，０００  ６６，０５０  

３月 ９０，２１０  ７８，７３０  ８０，１４０  ６８，６６０  

 

 満３歳児  ３歳児 ４歳児以上  

教育時間  教育時間  教育時間  

４月 ― １１２，６２０  １０２，７００  

５月 １１２，６２０  １１２，６２０  １０２，７００  

６月 １１２，６２０  １１２，６２０  １０２，７００  

７月 １１２，６２０  １１２，６２０  １０２，７００  

８月 １１２，６２０  １１２，６２０  １０２，７００  

９月 １６４，３７０  １６４，３７０  １５４，４１０  

10月 １６４，３７０  １６４，３７０  １５４，４１０  

11月 １６４，３７０  １６４，３７０  １５４，４１０  

12月 １６４，３７０  １６４，３７０  １５４，４１０  

１月 １６４，３７０  １６４，３７０  １５４，４１０  

２月 １６４，３７０  １６４，３７０  １５４，４１０  

３月 １７０，４２０  １７０，４２０  １５９，８３０  

 


